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★各種 お申し込み・問い合わせ先： 

公益社団法人 ふくい・くらしの研究所 

   Tel. ０７７６－５２－０６２６                        

Fax.０７７６－５２－０６６０ 

HP http://www.kuranavi.jp  

 
消費者トラブルの対策に役立つ情報や、日常生活に関わりの深いテーマをコンパクトにまとめた、国民生活センター発

行の【くらしの豆知識】からのミニテストです。新生活の始まりに知っておきたいことをピックアップしました。 

どなたも参加大歓迎！山菜採りと天ぷらなどの料理を

楽しみます。会場、費用など詳細は後日ホームページ

などでご案内します。 

★時間 10：00～15：00 ★講師 出倉弘子氏 他  

 

①～③の文は、正しい？ 間違い？ 

 

１．国土交通省の「原状回復ガイドライン」によると、賃貸住宅から退去するときの原状回復について、建物・設備等の経年変化に

よる劣化や損耗、通常使用による損耗などの補修費用は、貸主の負担区分となり、借主が入居中に不注意で付けた傷や汚れなどは借

主の負担区分となると示しています。また、借主が入居中に生じさせた傷や汚れであることの立証責任は借主にありますので、入退

居時の状況は写真に撮って記録しましょう。 

 

２．給与から天引きされる社会保険料は、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」があります。徴収され

る税金のうち、「所得税」は所得に対して課される国税で、「住民税」は都道府県や市区町村の住民に課される地方税です。「住民税」

は前年の所得に対して課税されるので、入社 1年目には徴収されません。 

 

３．クレジットカードは支払い方法により手数料がかかります。中でもリボルビング払いは、支払い方式によっては借入残高が増え

ると現金返済に充てる金額が減り、支払期限が延びて手数料負担が重くなるので、利用には注意が必要です。 

                                                   （答えは右下） 

福井県消費生活センター メールマガジンより 

スマホの遠隔操作～「もうかる」うのみは危険～ 

「『スマホだけで 1日 5分で稼げる副業』をネットで見つけ、

登録した。すると、電話がかかってきて『仕事のサポートに 50

万円の登録費用が必要。遠隔操作アプリをスマホにインストー

ルするように』と言われた。高額な登録費用に怖くなって電話

を切ったが、またかかってこないか心配。どうすれば良いか」

という相談がありました。 

 ネット上の副業や投資の勧誘では、「お金がない」と断った消費

者に対して、遠隔操作アプリを悪用して高額な借金をさせるケー

スが目立っています。事業者から「副業のために必要」「借金をす

る方法を教える」などと言われても、遠隔操作アプリをインストー

ルするのは避けましょう。遠隔操作によって、自分が望まない操

作をさせられる恐れがあります。 

 「簡単に稼げる」「もうかる」と強調する広告をうのみにするのは

危険です。また、借金をしても、返せる保証は一切ないので、借金

をしてまで契約するのはやめましょう。簡単に稼げるうまい話は

ありません。 

〈朝日新聞 令和 6年 3月 20日掲載〉 じぶん好みのデザインで作って楽しい♬  

コープ商品を使うから、食べておいしい♬  

老若男女どなたもご参加大歓迎！ 

★時間 10：00～13：00 ★講師 鴛田洋美氏   

★参加費：1000円（くらなび会員は 800円） 税込 

http://www.kuranavi.jp/

